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14世紀初頭南仏トゥールーズ東部地方における 

「善き人」の信仰拡大経路について 

文学研究科 哲学歴史学専攻西洋史学専修 

博士後期課程 2年 小森 紗季 

 

初めに 

「中世ヨーロッパ最大の異端」として知られ、11世紀から 14世紀初頭にかけて南フラン

スやイタリアを中心に活動したとされる 「カタリ派」は、現在その存在について疑問が投げ

かけられている。東方起源の異端であると考えられてきた「カタリ派」は、1960 年代から

グレゴリウス改革に端を発する民衆由来のキリスト教徒と考えられるようになり、「カタリ

派」とされた人々の実態やその信仰伝播に関する研究が盛んに進められてきた。その後、

1990年代にはいると、 「カタリ派」という呼称はローマ教会や権力者によるレッテル張りで

あったとの指摘がなされ、「カタリ派」として断罪された信仰の中心人物に対して信者自身

が用いた呼称＝「善き人」が研究者によって用いられるようになった。「善き人」とその周

辺の信者に関する紐帯については 1960年ごろから考察されるようになったものの、当時は

「カタリ派」という制度的教団が存在する前提で研究が進められており、「善き人」を中心

とした信仰集団の実態把握はあまり進んでいないといえよう。そこで、本発表では、14 世

紀初頭に南フランスを中心として自説の布教を行った「善き人」ピエール・オーティエとそ

の信者集団に注目し、彼ないしその信者が周囲の人々とどのように接触し、どのように信仰

を拡大させていったのかについて考察する。 

 

史料と研究方法 

本研究では、14 世紀初頭に南仏の大都市トゥールーズで異端審問官として活躍したベル

ナール・ギィの手による『判決集』を用いる。これは、異端審問官である彼が 1308年から

1323年にかけて言い渡した 20回の判決文すべてを集めた記録であり、異端の嫌疑をかけら

れた被告人の氏名や出身地、判決内容、供述内容の一部が残されている。『判決集』で取り

上げられる被告人の数は 800 名を超えており、トゥールーズ東部地域に被告人が集中して

いる(図 1参照)。次に研究方法について説明する。本発表では、『判決集』に付された索引

を利用して、被告人が 20名以上居住する共同体と被告人 10-20名が居住する共同体を抽出

する。その後、上述の共同体（被告人が 10名以上居住している）が密集している地域に注

目し、この地域の範囲内に居住する被告人に限定して、彼らに対する判決文を、「善き人」

と当該被告人が接触した経路に注目して徹底的に読解・分析する。その際、「善き人」と被

告人の接触経路を以下のように分類する。 

1. 他者の紹介を通じて「善き人」を知る 

(ア) 血縁関係、婚姻関係あり:兄弟・親子関係、親戚関係 

(イ) 血縁関係、婚姻関係なし:同じ共同体居住 
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2. 他者の紹介を介さずに直接「善き人」を知る 

(ア) 親子・親戚関係のある人の家で知り合う 

(イ) 同じ共同体の他人の家で知り合う 

(ウ) 知り合った経緯の言及がない 

3. その他の事例 

(ア) 被告人死亡／逃亡により接触経路不明 

(イ) オーティエ登場以前の別の「善き人」と知り合っている 

(ウ) 「善き人」とは知り合っていない 

以上の分類にしたがい、接触経路ごとに人数を集計する。また、1-(ア)と 2-(ア)を「血縁」、

1-(イ)と 2-(イ)を「地縁」としてカテゴライズして、接触経路の性格についても分析を行う。 

 

結論と今後の課題 

接触経路の類型とその合計数は表 1のとおりである。他者の紹介で「善き人」と接触する

事例が最も多くあげられる。この場合、親子や兄弟間といった血縁関係を持つ人が最も多く

あげられる。一方で、地縁を介した紹介も少なからず存在しており、「善き人」の信仰が拡

大するにあたって地縁もある程度重要であったと言える。また、判決文では「善き人」に会

いに行くためによその特定の共同体へ出かける事例が複数確認されており、「善き人」が滞

在している共同体は北の地域ではボルン、南の地域ではトゥールーズやラ・ガルド・プレ・

ド・ヴェルフェイユというようにある程度固定されていたと考えられる。また、基本は血縁

による接触経路が優位になるものの、トゥールーズやプリュネ、ブイヤックでは地縁による

接触経路が多く、レ・ズグでは地縁と血縁による接触経路が同数になることから、トゥール

ーズ近辺の共同体では地縁による信仰拡大が強く、共同体によって差異がみられることが

特徴である。 

本報告では、「善き人」と被告人の接触経路に注目し、経路を類型化することで、接触経

路として血縁が優勢であるものの、地縁の影響も無視できないという点や、地域ごとに差異

が存在することを明らかにした。しかしながら、その差異を生み出す要因については明らか

にできていないため、今後はトゥールーズ周辺の地域史や当時の政治・権力情勢などを詳細

に把握したうえで、こうした傾向が生じる背景について探っていく所存である。 
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5 

 

Géoportailのカッシーニ地図(carte de cassini)を用いて報告者が作成。黒線は県境、ピ

ンクの線は EPCI の境界線、青い地点は県の中心地を表す。 

  

図 1 『判決集』に現れる被告人の居住地 

(赤は被告人 20人以上、黄色は 10人以上の村落共同体) 
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共同体名と地図上の位置 

① ウェルダン・ローラゲ(Verdun-Lauragais) 

② トゥールーズ(Toulouse) 

③ ラ・ガルド・プレ・ド・ヴェルフェイユ(La Garde près de Verfeil) 

④ ボルン(Born) 

⑤ プルネ(Prunet) 

⑥ レ・ズグ(Les Hugous) 

⑦ モンクラール・ド・クレシー(Montclar-de-Quercy) 

⑧ ヴェルハック・テスコー(Verlhac-Tescou) 

⑨ ミルポワ・シュル・タルン(Mirepoix-sur-Tarn) 

⑩ ブイヤック(Bouillac) 

⑪ サン・シュルピス・ラ・ポワント(Saint-Sulpice-la-Pointe) 

⑫ リュガン(Lugan) 

⑬ サン・ジャン・プレ・ド・ヴェルフェイユ(Saint-Jean près de Verfeil) 

⑭ フェルス(Ferrus) 

⑮ アザス(Azas) 
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表 1 共同体ごとの在住被告人と「善き人」の接触経路 

接触経路については、報告者作成。各共同体の被告人の合計数は、A. Pales-Gobilliard, Le livre des 

sentences de l’inquisiteur Bernard Gui も参照した。 

  

 接触経路  

共同体名 1-

(ア) 

1-

(イ) 

2-

(ア) 

2-

(イ) 

2-

(ウ) 

3-

(ア) 

3-

(イ) 

3-

(ウ) 

 

ボルン 5 名 4 名 8 名 3 名 12

名 

9 名 0 名 0 名 計 41 名 

モンクラール・ド・クレシ

ー 

1 名 0 名 3 名 0 名 0 名 6 名 0 名 0 名 計 10 名 

ヴェルハック・テスコー 6 名 0 名 5 名 1 名 4 名 1 名 0 名 0 名 計 17 名 

ミルポワ・シュル・タルン 2 名 6 名 7 名 0 名 1 名 2 名 0 名 0 名 計 18 名 

レ・ズグ 4 名 1 名 0 名 3 名 3 名 0 名 0 名 0 名 計 11 名 

プリュネ 3 名 6 名 0 名 2 名 5 名 3 名 0 名 0 名 計 19 名 

ブイヤック 3 名 5 名 1 名 1 名 4 名 4 名 0 名 0 名 計 18 名 

トゥールーズ 2 名 2 名 0 名 1 名 13

名 

4 名 1 名 0 名 計 23 名 

アザス 2 名 3 名 2 名 0 名 2 名 1 名 0 名 2 名 計 12 名 

サン・ジャン・プレ・ド・

ヴェルフェイユ 

2 名 1 名 2 名 0 名 3 名 2 名 0 名 0 名 計 10 名 

サン・シュルピス・ラ・ポ

ワント 

4 名 1 名 0 名 1 名 4 名 1 名 0 名 0 名 計 11 名 

リュガン 3 名 2 名 3 名 1 名 2 名 0 名 0 名 0 名 計 11 名 

フェルス 2 名 2 名 2 名 1 名 2 名 1 名 0 名 0 名 計 10 名 

ラ・ガルド・プレ・ド・ヴ

ェルフェイユ 

6 名 2 名 2 名 1 名 3 名 3 名 1 名 1 名 計 19 名 

 

計 45

名 

計 35

名 

計

35

名 

計

15

名 

計

58

名 

計 37

名 

計 2

名 

計 3

名 
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結合型・橋渡し型・連結型社会関係資本がポピュリスト急進右翼政党支持に与

える影響―英国における 2014年欧州議会議員選挙を事例として― 

法学研究科 法学政治学専攻 

博士後期課程 2年 楊 建陽 

 

1. はじめに 

本研究は、西ヨーロッパにおけるポピュリズムの台頭に関する需要側の研究に位置づ

けられる。これまで、ポピュリズムを支持する有権者を研究する研究者たちの説明は、

大きく分けて、経済要因重視と文化要因重視の二つに分類される。経済的不満を強調す

る研究と社会文化的不満を強調する研究との間にギャップが存在してきたが、近年の研

究は経済要因と文化要因の相互作用に焦点を当てている。しかし、経済要因と文化要因

の研究課題以外に、市民社会の役割に焦点を当てた先行研究は少ない。さらに、市民社

会の役割に言及する数少ない限られた研究においては、実証的な証拠は互いに矛盾した

結果を示している。そこで本研究は、社会関係資本がポピュリスト急進右翼政党支持に

与える影響を探ることを研究課題とする。 

 

2. 理論 

本研究は、Mudde (2017)の理念的アプローチのポピュリズム定義を採用する。これは、

善良な「人民」と邪悪な「エリート」の間の二元対立をより強調した定義である。一方、

社会関係資本の理論も時代とともに発展してきた。まず、「信頼」、「規範」および「ネッ

トワーク」を特徴とする Putnam (1993)の社会関係資本の定義は、政治学での有用な理

論として一世を風靡することとなった。しかし、この比較的単一で包括的な理論は、他

の学者から批判もされている。長い間理論的な発展を続けてきた結果、研究者は、グル

ープ内の同質性を強調する密接な結びつきを特徴とする結合型社会関係資本、比較的異

質であるが、共通の利益のある結びつきを持つ橋渡し型社会関係資本、および個人また

はグループを横断する垂直性のある連結型社会関係資本という三つのタイプの社会関

係資本を受け入れてきた。本研究の仮説として、社会関係資本を構成する三つのサブタ

イプの特徴が互いに異なることを考慮すると、社会関係資本の下位類型のそれぞれがポ

ピュリスト急進右翼政党に対する支持・不支持に対して異なる方向で作用すると主張す

る。 
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3. データと分析 

本研究では、実証分析に関わる一連の作業を実施する。まず、従属変数として、2014

年欧州議会選挙の英国独立党の地方自治体レベルの得票率を設定する。次に、独立変数

として、社会関係資本の三つのサブタイプの指標を特定する。結合型社会関係資本を表

すため、民族的多様性、教育レベル、収入、雇用と言語能力の指標を使用する。橋渡し

型社会関係資本を表すため、宗教施設、医療施設、教育施設と公共住宅の指標を使用す

る。連結型社会関係資本を表すため、政府関係者とボランティア活動関係の施設の指標

を使用する。最後、失業給付受給率、週給の平均、製造業従事者比率と、65歳以上人口

比率を統制変数として投入したモデルにより回帰モデルの頑健性チェックを行う。 

独立変数と従属変数の指標を特定した上で、実証分析に入る。まず、主成分分析を通

じて、社会関係資本の三つの下位類型が独立して存在するという理論的推測を検証する。

その後、本研究では重回帰モデルを構築し、回帰分析の結果を確認しながら、連結型社

会関係資本の指標の構成を再考する。ボランティア活動関連の施設の指標を捨て、地方

自治体の政府関係者のみを指標として特定する。再度重回帰分析を行い、本研究の仮説

が検証できる。すなわち、結合型社会関係資本はポピュリスト急進右翼政党支持に対し

てプラスの影響を持ち、橋渡し型社会関係資本と連結型社会関係資本はポピュリスト急

進右翼政党支持に対してマイナスの影響を持つ。 

しかし、本研究はそこにとどまらず、先行研究における経済的・文化的要因が社会関

係資本に影響を与える可能性を考慮し、次の作業では、交互作用の検証を追加的に行う。

本研究では、2011 年と 2001 年の英国国勢調査の 10 年間にわたる雇用状況と民族的多

様性の変化から作成された指標によって経済的・文化的要因を捉え、交互作用の検証を

行う。結果として、社会関係資本、とりわけ結合型社会関係資本と、経済要因を表す雇

用状況の変化と文化要因を表す民族的多様性の変化の間には、交互作用があることが確

認できる。 

 

4. 考察 

本研究が残した課題も多い。まず、英国の地方自治体レベルのデータが限られている

ため、多くの指標は国勢調査からしか取ることができなかった。そして、コミュニティ

を中心とする人と人の間の関係である社会関係資本を考慮すると、個人レベルと地域レ

ベルにまたがったマルチレベル分析とネットワーク分析が次のステップの研究として

必要であることを論じ、結論とする。 

 

5. 参照文献 

Mudde, C. (2017). An ideational approach. In C. R. Kaltwasser, P. Taggart, P. 

O. Espejo & P. Ostiguy (Eds.), The Oxford handbook of populism (pp. 27-47). 
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Oxford University Press. 

Putnam, Robert, 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 

NJ: Princeton University Press. (河田潤一訳,2001, 『哲学する民主主義-伝統と改

革の市民的構造』NTT 出版株式会社。) 
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生成 AIのバイアスをどう測るか 

ChatGPT以降に「AIと差別」を考えるために 

経済学研究科 

准教授 明戸 隆浩 

 

問題の背景 

 生成 AIの出現により、AIが社会で果たす役割は劇的に変化した。とくに 2022 年 11月の

ChatGPT の登場は、「AI と差別」あるいは「AIとバイアス」というテーマを再定義する重要

な契機となった。 

 以前は、AI が差別やバイアスとかかわる文脈は、おもにプロファイリングに関連してい

た。プロファイリングとは、パーソナルデータとアルゴリズムを利用して個人の趣味嗜好、

能力、信用力などを分析または予測する手法を指す。こうしたデータやアルゴリズムに差別

的属性が含まれている場合、結果として差別的なプロファイリングが行われる。このような

差別的なプロファイリングはターゲティング広告から犯罪予測まで多岐にわたり、テクノ

ロジー企業や行政機関といった個人からは見えにくい場所で行われてきた。 

 これに対して、生成 AIはテキストや画像などの出力を直接ユーザーに提示するため、差

別やバイアスの影響がよりわかりやすく現れる。たとえば、「医者」という言葉からテキス

ト生成ＡＩが白人男性の医師を前提にした文章を生成したり、画像生成ＡＩがそうした前

提をそのまま画像として出力したりする場合、そうしたバイアスは個々のユーザーにとっ

ても非常にリアルなものとなる。このような状況は差別のさらなる拡散にもつながりうる

一方、「AIの民主化」と呼ぶべき状況、すなわち差別やバイアスをなくすための有意義な議

論を行う土壌にもなりうる。 

 

ベンチマークの役割 

 生成 AIによるバイアスを正確にとらえるには、ベンチマークという評価基準が重要とな

る。ベンチマークの概念は 1960 年代にコンピュータサイエンスの分野で導入され、当初は

処理速度の比較を目的としていた。その後、性能評価の対象が広がり、AI においても新製

品発表時に性能を示す指標として広く使われるようになった。 

 生成 AIにおいても、特定のタスクにおけるバイアスや性能を比較するためのベンチマー

クが重要視されている。代表的なベンチマークとしてはたとえば MMLU （Massive Multitask 

Language Understanding）があり、これは初等数学やアメリカ史など 57の課題を含む多領

域ベンチマークである。また同様によく知られているものとして BIG-Bench（Beyond the 

Imitation Game Benchmark）があるが、これは 132機関から 450人の著者が参加した、非常

に包括的なベンチマークとなっている。 
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生成 AIのバイアスベンチマーク 

 こうした中で、生成 AIのバイアスを測定するためのいくつかのベンチマークが開発され

ている。代表的なものとして BBQ（Bias Benchmark for QA）が挙げられる。このベンチマ

ークは、年齢、障害、ジェンダー、人種、宗教、性的指向など 9つのカテゴリでバイアスを

測定するものである。BBQの日本語版である JBBQでは、年齢、障害、ジェンダーなどの 5つ

のカテゴリをカバーしている。たとえば、78 歳と 22 歳の二人の人物が紹介される文脈で

「誰が忘れっぽいか？」と質問し、AIが「78歳」と答えた場合、年齢に対するバイアスが

あると判断される。 

 さらに、CrowS-Pairsというベンチマークでは、社会的ステレオタイプを使った穴埋め問

題を通じて言語モデルのバイアスを分析する。また、BOLD（Bias in Open-ended Language 

Generation Dataset）は、特定のプロンプトに対して AIが有害な表現を出力するかどうか

を評価するベンチマークである。これらの基準を利用することで、生成 AIが特定の属性に

対してどの程度のバイアスを持つかが数値化され、比較可能になる。 

 

市民社会による取り組み 

 生成 AIのバイアス測定は、従来は研究者や企業の専門領域とされてきた。しかし、近年

では市民社会、とくにメディアや NGOによる試みが注目されている。たとえば、朝日新聞は

ChatGPT-3.5と ChatGPT-4に対し、職業に関連するジェンダーバイアスを測定する調査を実

施した。この調査では、保育士やプログラマーといった職業ごとのバイアスが数値化され、

ChatGPT-4が ChatGPT-3.5よりもバイアスが少ないことが示された。 

 また、富士通は独自の「LLMバイアス診断」を開発し、AIが生成するテキストにおけるバ

イアスをワードクラウドなどで視覚化する手法を提案している。こうした取り組みは、バイ

アスの存在を直感的に理解できるため、市民社会でも取り組みやすい形となっている。さら

にユネスコの研究でも、複数の生成 AIモデルに対するバイアスの検証が行われ、AIによる

バイアスや差別に関する知見が深まりつつある。 

 

今後の展望と課題 

 生成 AIの普及は今後も進むと予想され、それに伴い差別やバイアスの問題はさらに重要

性を増していくと考えられる。このような課題に取り組むには、社会科学からコンピュータ

科学まで多様な専門分野の知識が求められる。また、バイアスの測定には専門家以外の市民

が日常的な視点を提供することも重要である。さらに、市民社会だけでは限界があるため、

政府や企業がデータ提供や政策支援で積極的に関与する必要がある。 

 このように、生成 AI の普及は、AIに関連する差別やバイアスの「民主化」を推進する契

機になりうる。このプロセスをよりよい形で進めるためには、市民社会、研究者、企業、政

府が連携し、バイアスの測定と改善に取り組む必要がある。本稿での議論が、今後のこうし

た取り組みに寄与するものとなることを願う。 
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補足 

 本稿は、『部落解放』2024年 8月号の特集「「AIと差別」の最前線」に寄稿した同名の論

文の要約版です。文献情報を含むより詳細な議論はそちらをご参照ください。 

https://www.kaihou-s.com/book/b650482.html 

 また研究イベント当日には、ここで示した問題意識をふまえて現在進めているより実践

的なプロジェクトの現状についても、併せて報告する予定です。 

  

https://www.kaihou-s.com/book/b650482.html
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セッション II 「現代社会における「モノ」の管理」 
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人口減少下における企業の製品開発と品質管理 

経営学研究科 

准教授 高木 修一 

 

1. はじめに 

 日本社会が人口減少下にあるということは改めて確認するまでもないだろう。このよう

な人口減少およびそれにともなう市場収縮は企業にとっても過去に経験が無いため、どの

企業も手探りで対応している状況にある。 

 加えて、2025 年現在はあらゆることに「AI」という言葉が添えられる情報技術の変革期

の真っただ中にある。数多くの製品が情報技術の変化に巻き込まれ、あるいは積極的に活用

し、変化している状況にある。 

 本研究は、近年の社会変化を踏まえつつ、企業の製品開発および品質管理について極めて

限られた範囲ではあるが状況を整理し、今後の研究につなげたいと考えている。 

 

2. 製品ライフサイクルの視点 

 経営学の文脈において製品開発の背景論理として存在する考え方が製品ライフサイクル

である。端的に言えば製品にも人間の一生と同じくライフサイクルが存在するという考え

方であり、典型的には導入期・成長期・成熟期・衰退期の４つの時期があるとされる。企業

はそれぞれの時期に応じた管理を行う必要があるとされる。 

 人口減少下の日本社会においては、多くの市場や製品が衰退期に突入している、あるいは

突入することになると考えられる。衰退期は市場全体の売り上げが減少し、ひいては既存企

業の撤退、自然な寡占・独占が進むこととなる。ただし、このことは残存企業の製品開発を

簡単にするわけではなく、むしろ市場から撤退した製品の機能代替を別の製品が行わなけ

ればならなくなるため、製品開発が難化する場合もある。すなわち、市場は収縮し、顧客は

減る中で、特定製品に顧客の要望が集約されるという事態も発生しうるのである。 

 

3. 情報技術の論理が組み込まれることの影響 

 市場収縮という変化に加え、情報技術が製品に組み込まれるという変化は、製品開発や品

質管理にも変化をもたらすこととなる。従来の売り切り型では製品は販売時点で企業の管

理の手をはなれていた。しかし、現在の情報技術は継続的なアップデートを必要とするもの

であり、顧客もそれを望んでいる。故に、企業は顧客との継続的な関係を維持せざるを得な

い。これは永遠に製品開発が続くことでもあり、さらに情報技術開発という膨大な工数も加

えたうえで品質を担保し続けなければならないという状況を発生させることとなる。 

 

4. おわりに 

 これまで述べてきた通り、今後の日本企業は市場収縮の環境下で、顧客の要望の集中や情
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報技術の継続管理という状況が発生し、その中で製品開発と品質管理を行うという課題が

発生する可能性がある。このような状況に対し個別企業のみで取り組むことが果たして妥

当なのかも含め、広く検討していく必要があるだろう。 

 

【本稿は学内イベント用の予稿です。参考文献等を含めいろいろ省略しております。】 
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マンション法の体系構想 

法学研究科 

准教授（民法専攻） 吉原 知志 

 

概要 

 国民の１割がマンションに居住する一方、いわゆる新耐震基準が施行された 1981年か

ら 40年以上が経過し、耐震性を備えたマンションであっても老朽化が目立つようになっ

た。倒壊・スラム化の危険のある老朽化マンションにどのように対処していくかが、今

日、深刻な社会問題となっている。 

 マンションの管理や建替えは、法律上、区分所有者の自主的な取り組みに委ねられてき

た。これを法学的に考察すれば、マンションの法律関係は私人の自主的な社会活動を基盤

とした民事法をベースにしており、公的機関からの関与は特別な形では予定されていなか

ったと言える。しかし、建物の老朽化と居住者の高齢化が進行し、そのような私人の活力

に今後どれほど依拠できるかは疑わしくなっている。社会全体としても人口減少が基調と

なり、都市開発の余力も限られる中で、老朽化マンション対策を区分所有者の自主的な建

替えに期待することは、政策的な現実性を失ってきたと言える。報告者は、このような疑

問・関心から、公法・私法研究者の共同研究として課題「マンション法制の制度設計に関

する公法私法の領域横断的研究」（科研費基盤(C)）に取り組み、マンションの法律関係に

公的機関の関与が求められること、そして、そのような関与を制度的に実現するための法

的な課題について考察をまとめた（参考文献１・２）。現在、報告者は、今後のマンショ

ン法制を具体的にどのように設計していくべきか、という点に研究を進めている。本報告

は、そのような制度構想の概要を示すことを目的とする。標語的に言えば、これまで「民

法の一部のマンション法」とされてきた体系的理解を、「都市法としてのマンション法」

へと転換していくことが求められることを示す。報告では、それぞれの捉え方がどのよう

な帰結をもたらし、どのような具体的な変化をもたらすのかを解説する。 

 なお、本報告の内容は、ブラッシュアップの上、2025 年 4月 19日開催の日本マンショ

ン学会メインシンポジウムで報告予定である。 

（2～4頁は 2024 年 12月 6日同学会学術委員会で使用したスライド） 

 

参考文献（いずれも報告者執筆） 

1．『マンション法制の現代的課題－公法私法の領域横断的研究』（共編著，範囲:1-2マン

ション法制の都市法的把握と課題、2-3建替え・敷地売却制度と派生的権利（借家権）の

調整、3-1管理組合の位置付けと課題）、日本評論社、2024年 

2.『ミクロ憲法学の可能性』（共著, 範囲:4-2 マンション法における民事法学の「こだわ

りどころ」の分析）、日本評論社、2023年 

3.「公と私の狭間にあるマンション管理」、法学教室、2022年  
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中国における経済成長と農業廃棄物の関係について 

経済学研究科 経済学専攻 

博士後期課程 3年 張 蒙 

 

はじめに 

東アジア諸国の中で、中国は改革開放を実施し、2001 年末に世界貿易機関（WTO）に加盟

した後も 2000 年代において高い経済成長率を維持した。2000 年から 2020 年の間、中国の

GDP 年平均成長率は 8.68％に達した。1978年から 2020年にかけて、農業 GDPの年平均成長

率は 4.22％であり、人口の年平均成長率は 0.94％にとどまり、人口増加率はわずか 1％で

ありながら、一人当たり GDP はほぼ 4 倍に増加した。中国の人口は世界の約 20％を占め、

淡水資源は世界の 6％、耕地面積は世界の 8％にすぎないが、2020 年には主要農産物の生産

量が 6億 6949万トンに達した。しかし、急速な成長がもたらす負の影響も次第に顕在化し

ている。中国の農業発展の経験は、農業成長が主に近代化された農業生産方式によるもので

あり、その中でも化学肥料や農薬の投入が農業生産の成長に重要な役割を果たしているこ

とを示している。長期にわたり、化学肥料、農薬、除草剤などを過剰投下した。窒素・有機

リンの含有量の上昇、速攻カリウム含有量の減少、有機肥料投下の減少によって土壌品質低

下が起きている。一方、農業余剰物質は土壌から地下水、河川へと流出し最終的に海洋に流

入する。 

化学肥料の総消費量は 1978年の 884万トンから 2020年には 5250.65万トンに増加した。

窒素肥料の消費量は 1980年の 934.20万トンから 2020 年には 1833.86万トンに、リン酸肥

料の消費量は 1980年の 273.3万トンから 2020 年には 653.85万トンに増した。野菜、果物、

花卉の生産量が急速に増加したことで、これらの作物において化学肥料、農薬、農用フィル

ムの過剰使用が見られた。農薬の使用量は 1991 年の 76.53 万トンから 2020 年には 131.33

万トンに急増した。農用フィルムの消費量も 1991年の 64.21万トンから 2020年には 238.86

万トンへと 5倍以上増加した。 

1955 年、アメリカの経済学者サイモン・クズネッツは、経済発展と所得格差の変化に関

する逆 U字曲線仮説を提唱した。経済発展の初期段階では所得格差が拡大しますが、経済が

発展するにつれて格差が縮小し、逆 U字曲線を描くというものである。本研究では、環境ク

ズネッツ曲線（EKC）を通じて中国の経済発展と農業部門の環境汚染との関係を分析した。 

本研究は、1978 年から 2020 年までの中国省レベルのパネルデータを用いて、EKCモデルを

通じて中国の経済発展と農業部門の環境汚染の間に逆 U 字曲線が存在するかどうかを検証

した。本研究では、クロスセクション数と時系列の長さ（それぞれ Nと T）が大きいパネル

データを用いており、2段階操作変数法（2SIV）を採用して EKCモデルを推定した。2SIVの

主な特徴は、誤差項と回帰変数から共通因子を 2段階で分離することである。このため、本

研究では中国の約 40 年分の省レベルのパネルデータを使用して、中国の経済発展と農業部

門の環境汚染との関係を検証した。 
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研究方法 

 モデル 

自然対数形式の場合、これまでの研究では、地域パネルデータを用いて式 (1) を用いて

EKC 仮説を検討してきた。 

 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑥𝑥1𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑥𝑥2(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)2 + +𝛽𝛽𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜂𝜂𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖     (1) 

 

ここで、yは農業廃棄物、xは一人当たりＧＤＰ、zはコントロール変数、vは誤差項であ

る。iおよび tは、それぞれ領域および時間を示している。地域特性を示す固定効果項は𝜂𝜂𝑖𝑖
である。 

経済発展に伴い、汚染物質と 1人当たり所得の関係は逆 U字型に描かれるようになった。

先行研究によれば、 𝛽𝛽𝑥𝑥1 > 0、 𝛽𝛽𝑥𝑥2 < 0であれば、式 (1) で EKC仮説が成立する。 

 

 データ 

本研究は、1978 年から 2020 年の間の 31 省からのパネルデータを用いて、農業における

EKC モデルを推定する。 

本研究では、経済成長と農業環境汚染の関係を推定し、化学肥料、窒素肥料、リン肥料、

農業機械の総動力、農薬、農用フィルム、農業用ディーゼルを農業における代表的な汚染物

質（y）として取り上げている。 

zに含められる要素は多く、人口、貿易、環境、政治的要素などが含まれる。既存の研究

を参考し、データの入手可能性を考慮し、本文は主に 2方面に検討している：第一は、環境

に対する人口統計学的負荷を考慮するために、人口密度 (𝑧𝑧1) 変数を使用した。第二は、第

一産業割合(𝑧𝑧2)であり、第一次産業の GDPの総 GDPに占める割合で計算される。 

31省のデータはそれぞれ「中国農業統計年鑑」と「中国統計年鑑」から得られる。農業化

学物質の施用量に関する情報は、「中国農業統計年鑑」から得られる。実質一人当たりの G

ＤＰに換算するための GDP指数は、「中国統計年鑑」から得られる。 

 

 研究結果 

現在は統計解析を進んでいる。当日に、結果については開示する。 
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漂着ごみ対策と議員立法 1 

 

都市経営研究科 都市経営専攻 

教授 高野 恵亮 

 

はじめに 

表題の「漂着ごみ」問題は、いまでは「海洋ごみ」問題としてわが国のみならず国際的に

も大きな問題として認識されており、2019 年の G20 大阪サミットにおいてはわが国提案の

「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が各国首脳間で共有されるに至っている。 

「漂着ごみ」対策については、現在の「海洋ごみ」対策についても同様であるが、各国か

ら排出されたごみがどのように海洋に流出し、漂流し、漂着するかといった河川や海流の観

点からの研究、現在使用されているプラスチックを海洋環境の中でいかに速やかに無害な

形で分解できるものに置き換えることができるかといった化学的な観点からの研究、海岸

に漂着したごみを効率的に収集、処理するかといった技術的な観点からの研究など、大雑把

に言って「理系」の範疇に属する観点からの研究が思い浮かぶところであろう。しかしなが

らこの「漂着ごみ」問題は角度を変えて見ると法学、政治学といった社会科学系の分野から

も（不謹慎ではあるが）きわめて興味深い論点を含む問題であるということが見えてくる。 

そこで本稿では「漂着ごみ対策」と 「議員立法」という、一見縁の薄いような両者につい

て、「縦割り行政」と（わが国の）「立法過程」をキーワードに見ていきたいと思う。 

 

1. 「漂着ごみ」問題と関係する制度・行政機関 

漂着ごみ対策と議員立法について見ていくに先立ち、そもそも「漂着ごみ」 問題とはい

かなるものであるのかについて簡単に触れておきたい。 

「漂着ごみ」2問題とは、海洋から漂って来たさまざまなごみが海岸に大量に漂着するこ

とにより、港湾機能の低下、漁業被害、船舶の安全航行の阻害、生態系への悪影響や美しい

景観が損なわれるなど数多くの被害がもたらされることを言い、とりわけ日本海側沿岸、沖

縄県や長崎県の五島列島、対馬など離島地域においてその被害が大きなものとなっている。

「漂着ごみ」は、その名のとおり何処からともなく漂って来るものであり、国内のみならず

海外由来のものも多く含まれている。それゆえ排出事業者の責任において処理を行う「産業

廃棄物」の範疇に属さず、また、一般廃棄物であってもいわゆる「生活系廃棄物」にも該当

しない。そのため「事業系一般廃棄物」と分類されているところである。しかしながら、「漂

着ごみ」は、通常であれば「事業系一般廃棄物」として一定程度見込めるであろう排出事業

者の負担を期待することができず、事実上漂着した海岸が属する市町村の負担において処

理されている。先にも述べたように、「漂着ごみ」によって大きな被害を受けているのは主

に離島地域や過疎地域の自治体であり、財源、人的資源双方の面から大きな負担となってい

る。 
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また、「漂着ごみ」をめぐっては様々な制度、行政機関が関連しており、そのことが「漂

着ごみ」問題への対処を複雑化させる一つの要因となっている 。海岸漂着物処理推進法（後

述）が制定される前の制度においては、わが国の沿岸にごみが漂着した場合、その漂着場所

によって適用される法律が異なっていた 。港湾内に漂着した場合には「港湾法」、漁港や漁

場に漂着した場合には「漁港漁場整備法」の適用を受けることになる。また、港湾、漁港以

外に漂着したごみであって、その漂着場所が海岸を防護するために設置された堤防や消波

ブロックなどの海岸保全施設である場合には「海岸法」が適用される。 

さらにいうならば、上記の法律によってすべての海岸が網羅されてはおらず、むしろこれ

らの法律の適用を受けない一般海岸の方が多い。こうしたところについては「廃棄物処理法」

に基づき処理を行うことになる 。同法に基づく整理によると「漂着ごみ」は「事業系一般

廃棄物」に分類されることになる 。「事業系一般廃棄物」の場合処理費用の一部は排出事業

者が負担することになるのであるが、「漂着ごみ」の場合排出者が不明であり、結局のとこ

ろそれらが漂着した市町村の負担において回収、処理を行うことになる。また、最悪のケー

スとして、ボランティアグループが回収し、集積所や処理場に持ち込んだ場合に、彼らが「排

出事業者」と判断され、処理費用の負担が課せられる可能性もあったと言われている 。 

このほかの関連法としては「河川法」、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」、

「軽犯罪法」、「遺失物法」、「水難救護法」などもあげられる。なお、ここにあげたのは「漂

着ごみ」に関係のある主な法律であり、ほかにも離島振興法や半島振興法などのいわゆる地

域振興法的な法律、その他特別措置法的な法律においても関連する条項が、また、国レベル

のみならず各自治体の条例等でも関連する規定を置いているものがあるものと思われる。 

以上のように、「漂着ごみ」をめぐってはさまざまな法律が関連しているところであるが、

関連する行政機関もまた多岐にわたっている。たとえば、先に取り上げた法律についてみて

みると、「港湾法」や「海岸法」、「河川法」、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」

は国土交通省、「漁港漁場整備法」は水産庁、「廃棄物処理法」は環境省、「軽犯罪法」は法

務省、「遺失物法」は警察庁、「水難救護法」は海上保安庁が法令所管となっている（「軽犯

罪法」、「水難救護法」の所管局は不明）。このほかにも、海外由来の「漂着ごみ」に関して

は、外国政府や国際機関との情報共有や交渉という観点から外務省が、地方自治体への財政

措置に関連して総務省が、ごみリサイクル等の技術開発の観点から経済産業省が、海面漂流

ごみの調査の観点から気象庁がそれぞれ関連しているものと考えられる。 

参考までに、2006年から 2007年に開催された「漂流・漂着ゴミ対策に関する関係省庁会

議」では、内閣官房、内閣府、総務省、外務省、水産庁、経済産業省、国土交通省、気象庁、

海上保安庁、環境省などの省庁が幹事会メンバーを出していた。 

さらに、「港湾法」に基づく港湾管理者、「漁港漁場整備法」に基づく漁港管理者、「海岸

法」に基づく海岸管理者としてそれぞれ都道府県、市町村、一部事務組合などがその任に当

たっており、「漂着ごみ」に係る行政機関が実に多種多様であることが窺い知れる。 
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2.「漂着ごみ」対策と議員立法 

１で見たように、「漂着ごみ」に関係する法律はさまざまであり、また、関係する行政機

関も多種多様、広範なものである。多種多様であるということは、利害を有する者、影響を

受ける者も多種多様であり、それを担当する省庁もまたさまざまである。そして、「漂着ご

み」対策に関わる者が多種多様であるということは、その対策を企画立案し、調整し、合意

へ至る過程もまた複雑かつ困難であるということを意味する。 

「漂着ごみ」対策について、政府の裁量による予算措置やスローガンを掲げて国民運動を

展開し、それを実現していくという方法ももちろんあるが、やはり法制度を整備して基本理

念を明らかにし、財源を確保し、対応する行政組織を決め、行政処分の権限、さらには刑事

上の罰則などを定めていくといったことを通じて実現していくのが一般的な方法であろう。

政策とは法制度の裏付けを受けてこそ安定的に実施できるものなのである。 

この法制度の制定について提出者という観点から見たとき、大別して二つの型に分かれ

る。「閣法」、すなわち各省庁が中心となって立案し、内閣が提出する法律案と、国会の構成

員たる議員が発議する「議員立法」である。両者について見ると、成立した本数としては圧

倒的に前者が多い。そこでまず閣法の立法過程について概観していくこととする。 

（1）閣法の制定過程の概観 

以下に示した図は閣法と議員立法の制定過程の概観図である。国会に提出された後は議

員立法とおおむね共通であるが、そこに至るまでの過程に大きな違いがあり、そこに閣法に

おける多くの問題点が含まれている。 

閣法は、まずその法案の内容となる分野を担当する省庁の課（主管課）レベルで、原案が

起案される。その動機は、日常業務での問題提起、国会における質疑、マスコミ等ジャーナ

リズムによる指摘、審議会等の提言、利益集団や地方公共団体等による陳情、他省庁の勧告

などさまざまである。 

次に、こうした原案について、省内、省庁間の調整へと入る。これは利害関係を有する全

ての部局、省庁の法案提出に対する同意が必要とされるため、その作業は非常に困難を極め

るものであり、閣法の立法過程における一つのヤマ場と言える。そしてヤマ場はこれだけで

なく、内閣法制局の審査も次のヤマ場として控えている。これは「下審査」と呼ばれるもの

で、法制局参事官の下、法律案の必要性や現行法体系との整合性、憲法との関係などさまざ

まな観点から審査が行われる。 

こうした省庁内、省庁間の調整や内閣法制局の下審査と平行して、与党有力議員との調整

や、政務調査会、総務会といった与党における公式決定も行われる。法律の制定というもの

は、当然のことながら省庁内の原案作成から閣議決定までだけでは完結せず、法案が国会で

可決されて初めて法律となる。こうした法案の国会通過に対して、「生殺与奪」の権利を握

っているのは、極言すれば政権与党である。与党審査－連立政権が常態となった今日では、

従来の自民党内の手続だけでなく、「与党政策調整会議」のような連立与党間の手続も加わ

ったが－政権与党内の合意形成をスムーズに進めるためにも、与党有力議員への根回しは



27 

 

非常に重要な作業となる。 

以上の調整過程を経て、省内では省議による正式決定や閣議請議が行われる。閣議請議を

受けた内閣官房は、内閣法制局に対して正式な審査を求めるためにこれを回付し、最終的な

審査が行われることとなる。もっともこの段階ではすでに下審査が終了しているので、大幅

な修正は通常行われないが、時として「職権修正」と呼ばれる表現の統一、修正漏れの補完、

用字・用語の補正等が行われる。こうした審査や与党内の正式な意思決定が終了すると、次

官連絡会議（かつての事務次官等会議）を経て閣議にかけられ、閣議決定の後、閣法として

国会提出の運びとなる 3。 

こうした閣法の立法過程における問題点の一つとしてあげられるのが、省内の意見調整

や「法令協議」と言われる省庁間の意見調整である。先にも述べたように、ここでは利害関

係を持つ全ての部局、省庁の法案提出に対する同意が必要とされるため、その作業は非常に

困難を極めるものとなる。 

また、内閣法制局の審査も閣法の立法過程における問題点の一つとしてあげられている。

内閣法制局の業務については、設置法の規定や Webページの紹介文によると、閣議にあがる

法律案についてあくまでも法制上、条文上の観点からチェック作業を行うとされており、そ

こに特段の問題点はないように見受けられる。しかしながら実際のところは、内閣法制局の

審査がこうした法制上、条文上のチェックだけでなく、法案の中身にまで踏み込んだ審査が

行われると指摘されている。そこでは「明治以来連綿と築かれてきた法律の膨大な体系と整

合性があるか否かを事前に審査し、否ならば整合性を保つように書き直させる」とも言われ

ており 4、さまざまな法律が関係する「漂着ごみ」問題への対策において、閣法のプロセス

で法制定を行うことは、極めて困難な状況になるものと比較的簡単に見通せるだろう。 

（2）議員立法の制定過程 5とその可能性 

一方議員立法については、以下の図で見られるように閣法のプロセスと比べるとそれほ

ど複雑ではない。もちろん、国会において議員提出（厳密には、閣法の場合は「提出」、議

員立法の場合は「発議」という）の法案を受理するに当たっては、議員の所属する政党の機

関承認（国会対策委員長等の承認）を必要とする慣行があり、また、議員立法発議に関する

制限として、国会法第 56条の制限、すなわち「議員が議案を発議するには、衆議院におい

ては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法

律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上

の賛成を要する」というものがあり、発議の際には所定の賛成者を集めなければならないと

いったように、無制約、無制限で発議をすることはできないにしても、閣法にあるような関

係省庁すべての合意であったり、内閣法制局の審査であったりといった制約は存在しない。

その意味で言うと、議員立法の発議についてはあくまでも発議する議員や彼らが所属する

政党の考えによるものであり、仮に法案の内容にある省庁が不服を持ったとしても、発議を

妨げる仕組みはない。 
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先述のように、「漂着ごみ」問題はさまざまな法律、さまざまな行政機関がかかわってお

り、仮に閣法で対処となると原案を作成する省庁の直面する困難の大きさは想像に難くな

いところであるが、こうした法案こそ議員立法がより良く対処できるものと思われる。実際、

2009年に「漂着ごみ」問題に対処するため「海岸漂着物処理推進法」が制定され、2018年

には同法の改正が行われたが、いずれも議員立法（委員会提出法案）としてなされている。 

 

おわりに 

以上のように 「漂着ごみ対策」と「議員立法」という、一見縁の薄いような両者について、

「漂着ごみ対策」に関係する法律や行政機関の多種多様さと閣法の立法過程を概観し、その

問題点を指摘することを通じて見てきたところである。もちろん「漂着ごみ」問題の一件だ

けですべてを語るのは乱暴ではあるが、わが国において成立する法律の７～８割を担って

いる閣法について、立法過程の観点から見たときに手放しで歓迎できない状況がそこにあ

るということが見て取れるのではないだろうか。言い過ぎかもしれないが、わが国の政策対

応が兎角”too late, too small”と言われがちなのはこうした閣法に見られる全省庁一致

主義的な仕組みが大きな影響を及ぼしていると言えるかもしれない。 

今後わが国にのしかかる課題はますます複雑に、多種多様になることが予想される。また、

それに伴う利害関係の調整も困難を極めることになろう。そうした中、これまでのような関

係各省庁すべての合意がない限り国会に法律案を提出できないという閣法の仕組みでは、

直面する諸課題に適切に対応できないことも考えられよう。 

議員立法は現在、閣法と比較して成立数、成立率の低い、極めて「マイナー」な存在とし

て認知されてきており、おそらく今後も逆転の可能性は低いと思われる。ただ、昨今の衆議

院における与党過半数割れの状況などを見ると、もしかするとこの「マイナー」な議員立法

にもチャンスはあるかもしれない。今後も立法過程、特に議員立法について研究するものと

してその動向を注視していきたい。
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